
○
国
土
交
通
省
令
第

号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
港
湾
法
施

行
規
則
及
び
港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
三
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

港
湾
法
施
行
規
則
及
び
港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
六
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
事
項
の
変
更
」
の
下
に
「
（
当
該
施
設

に
係
る
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項
の
変
更
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

港
湾
計
画
の
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

港
湾
の
効
率
的
な
運
営



第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
）

第
十
四
条
の
二

港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
港
湾
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
土
地
利
用
及
び

事
業
活
動
の
状
況
、
港
湾
施
設
の
利
用
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
港
湾
の
運
営
そ
の
他
の
港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
取
組
及
び
こ
れ
を
実

施
す
る
区
域
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


